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平成２５年度 第２回  
高野町農業委員会 定例会 

 
下記のとおり、高野町農業委員会定例会を招集した。 

 
●開催日時   平成２５年５月１７日（金） 
 
●開会時刻   午前１０時００分開会 
 
●開催場所   高野町役場２階 大会議室 
 
●出席委員 １番 久保良作 ２番 上田静可 ３番 下名迫勝實 ４番 柳葵 

 ５番 井阪晴美 ６番 中林敬 ７番 梶谷廣美 ８番 西山一高  
９番 井手上治己 １０番 尾家冨千代 １１番 井阪征郎   

 
以上１１名出席 

 
●欠席委員   

以上０名欠席 
 
●事務局員   事務局長 佐古典英  

事務局員 下西修造 門谷佳彦 垣内 宏樹 
 
●関 係 者   
 
 
●議事事項   議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の 

決定について 
 

                                         
●議事内容  次のとおり 
 

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時００分 開会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 



  

事務局    おはようございます。それでは時間となりましたので、平成２５年度第２

回高野町農業委員会定例会を開催いたします。 

       本日の委員会でございますが、１１名全員出席しておりますので、高野町

農業委員会会議規則第９条による規定数を満たしておりますので、本委員会

は成立しておりますので報告をいたします。 

       それでは、開会に当たりまして、事務局長より御挨拶を申し上げます。 

  

事務局長   皆さん、おはようございます。 

       お忙しいなか、高野町農業委員会、本年度第２回でございます。お集まり

いただきましてありがとうございます。天候のほうも定まってまいりまして、

高野山も連日好天が続いておるわけですけど、今、シャクナゲが満開の見ご

ろでございまして、きのう見てたんですけど、金剛三昩院のシャクナゲ、見

事に咲いておりまして、きのう、おとついですかＮＨＫで放映されたという

ことで、きのうも昼間に行ってきたんですけど、すごいカメラマンでいっぱ

いで、今、これからまた青葉まつりに向けていいじゃないかなと思っており

ます。 

       きょう、農業委員会のほうで提案させていただいておる案件につきまして

は１件でございます。時間的にも早く終わるんじゃないかなと思いますけど

も、来ていただく時間が長いんじゃないかなと思いますけど、慎重審議、農

地利用集積計画の決定ということでございますので、慎重審議に御理解いた

だきたいと思います。 

       また先日、平成２５年度の国の予算が確定しまして、９２兆円という大型

予算の中で農業関係につきましては従来行っておりました所得補償制度がな

くなるということで、これ民主党政権の中の大きな目玉の事業で３年間試行

的というようなケースですけど、３年行ってきておったんですけども、所得

補償にかわって安定化という、事業名が。内容的に、先ほど担当の係長とも

話しとったんですけれども、内容的には変わりは、今年に限ってはないとい

うことですけども、戸別所得補償というのと農業者の安定というのでちょっ

と文言が違うだけで、今回イメージ変わるんかなということで思っとったん

ですけども、平成２５年度につきましては従来の内容でいくようでございま

すけど、また農業委員さんにおかれましても国の施策に合わせて県、町の施

策も十分に変わってくるということも想定されますので、またその都度いろ

いろとお知らせしたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思いま

す。 

       それじゃあ本日、議事進行のほうを行っていきたいと思いますので、会長

よろしくお願いしまして、御挨拶にかえさせていただきます。本日はありが

とうございます。 

  

事務局（門谷佳彦） 

       ありがとうございました。 



  

       続きまして、審議のほうに移ります。 

       まず初めに、高野町農業委員会会議規則第２８条に基づく議事録の署名委

員を事前に議長より御指名いただいております。本日の署名委員につきまし

ては、３番下名迫委員、４番柳委員にお願いいたします。 

       続きまして、議長の選出につきまして、高野町農業委員会会議規則第８条

により当会の会長となっておりますので、井阪会長、よろしくお願いいたし

ます。続きまして、審議のほうに入ります。 

         

井阪（征）議長  

       平成２５年度第２回高野町農業委員会定例会を開催いたします。 
       それでは議案に入らせていただきます。 

議案第４号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の決定」

について事務局より説明お願いいたします。 

 

事務局（門谷佳彦） 

        議案第４号農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の決定に

ついて。 

高野町長より農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、別

添農地の審議依頼があったので農業委員会の決定について意見を求める。

平成２５年５月１７日提出、高野町農業委員会会長井阪征郎。 

        次のページにございます。 

        今回の申請につきましては１件でございます。 

番号２５の１、農地の所在地、○○○字○○○○番で、場所につきまし

ては次のページの青で着色した部分でございます。 

登記簿は田、現況地目も田でございます。 

農振区分については農振農用地内でございます。 

面積につきましては○○○○○○平方メートル、権利設定は使用貸借権

でございます。 

利用権の設定を受ける者の住所、氏名につきまして、高野町○○○○○

○○○番地、○○○○氏。 

利用権の設定をする者の住所、氏名、高野町○○○○○○番地、○○○

○氏。 

利用目的につきましては水稲の作付を行うとなっております。期間につ

きましては３カ年でございます。 

        今回の議案は、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定でございま

す。許可基準としましては同法第１８条第３項の各要件を全て満たす必要

があります。 

同法の許可基準としましては、計画の内容が高野町農業経営基盤強化の

促進に関する基本構想に適合すること。 

２つ目が耕作または養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用



  

して耕作または養畜の事業を行うと認められること。 

３つ目としては耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認

められることが許可要件となっております。 

       今回の申請者である○○さんにつきましては、高野町の基本構想に沿って 

計画されていることや、自己の経営する農地を含め、全ての農地について効 

率的に耕作しており、農作業に従事する日数が約 200日となっていることか 

ら、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしておりますの 

で、許可相当と考えていますので、御審議のほどよろしくお願いをいたしま 

す。 

       以上です。 

                  

井阪（征）議長 

        ただいま事務局より説明がありましたが、御意見、御質疑ございません

でしょうか。 

使用貸借の件です。  

 

各委員より   （「異議なし」） 

 

 

井阪（征）議長 

        議案第４号について可決といたし、高野町長へ報告します。 

        以上で予定しておりました議案審議は、以上となりますが、他にその他

の件で事務局よりなにかありませんでしょうか。 

 

事務局（門谷佳彦） 

       はい。事務局から連絡というかお願いがあります。 

紀北川上農業協同組合のほうで、高野町から委託をしております、農地利

用集積円滑化団体というのがございます。 

昨年度の実績については本町と九度山町に限りゼロ件でございました。 

同様に、この利用集積計画の決定を、間に農協さんが入るというふうな制

度でございますので、こないだ担当者会議というのがございまして、担当の

営農課長のほうから平成２５年度は何らかのそういうふうなことがあったら、

ちょっと農協を間にかましてほしいと、特に費用も発生しませんので、もし

委員さんの担当地区でも誰にいいので対象の農家の方がいてましたら御一報

いただきたいという点と、委員さん自体が規模拡大して耕作している、また

借りてつくっているところがありましたら、また同じような、この手続をす

る必要がありますので、またお願いしたいと思います。 

それが一点。 

       ２点目につきましては、これから夏の時期にかけて違反転用が全国的にも

ふえてくる時期でございます。耕作放棄地等に土を入れたりとか、そういう



  

ふうな違反事項等が事前に見られた場合は、その事業主に対して内容を聞く

なり、停止をさせる、もしくは事務局に連絡をいただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

  

下名迫委員  ３番、下名迫です。 

農協が間に入る契約について、契約書は農協のほうで作成します。 

今回のような利用集積計画の、町で実施する分については紙書いていただ

いたら終わりという感じになります。 

農協のほうでは、まず１０年間とかというような出し手の委任してもらっ

て、そこから、それぞれ、貸す人、借りる人で２年とか３年とか。 

大体３年からスタートが一番多いと思いますので、また詳しい話を一度、

また農協のほうと、来てもらうようにしてしようかなと考えておりますので、

またそのときはよろしくお願いをしたいと思います。 

 

井阪（征）議長 

       ほかにないですか 

 

各委員委員  （「特に無し）の声あり） 

        

井阪（征）議長 

       ないようですので、これで第２回農業委員会定例会を終了いたします。ど

うも御苦労さんでした。 

 

事務局長   はい、どうもありがとうございました。来てもらう時間のほうが長いよう

ですけど、こういう議案もあるかなと思います。 

どうもありがとうございます。 
 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊午前１０時２５分 閉会＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

この会議録は、高野町農業委員会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なこ

とを証するため、ここに署名する。 

 

  

  平成２５年５月２４日 

  

  

                   

                  会 長                  

 

  

                  署名委員 ３番              

 

 

                  署名委員 ４番               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※署名については、別紙原本にて行っています。 

※この議事録は公開用に作成している為、個人情報に配慮し公開しています。 


